
ＪＳＲグループの皆さまへ

かわいいペットは家族の一員！
ＪＳＲグループのペット保険であんしん！

ボクがもし
病気になったら  
どうなるの？  

スマートフォンで簡単にご契約ができます
【お申込みやパンフレットはこちら】

【商品概要はこちら】

「うちの子」がケガや病気をしてしまったとき、
入院や手術、通院費用に備える補償をご検討ください

 ペットの治療費は

全額自己負担です。

ご存知
ですか？

【有効期限 2026/6/30】 （2024年11月承認）GB24-300564

※新規でお申込みいただける対象ペットは、始期日時点の
年令が生後30日～満10才までの、家庭で飼育されている
愛がん動物または伴侶動物（盲導犬、介助犬、聴導犬を
含む）である犬または猫です。



●このチラシは「ワンにゃんdeきゅん」の概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず「ワンにゃんdeきゅんパンフレット兼重要事項説明書」をご覧ください。
また、詳細は「ご契約のしおり（普通保険約款・特約）」を当社ホームページでご確認ください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社にお問合わせください。
●「ワンにゃんdeきゅん」はペット保険のペットネームです。

●このチラシに掲載の保険料は令和6年10月現在の保険料に基づくものですので、保険料の改定等により変更となることがあります。

●保険に関するお問合わせ 
「ペット保険（ワンにゃんdeきゅん）」専用お問合わせデスク 
0120-588-101（無料） 
【受付時間】平日 9:00～18:00 土日・祝日 9:00～17:00
（年末年始は休業させていただきます） 
・ご契約内容の詳細や事故に関するお問合わせは代理店・扱者または当社
営業店・サービスセンター等にお取次ぎさせていただく場合があります。 

※1 新規でお申し込みいただける年令は、生後30日～満10才までです。継続時の年令制限はありませんが、「葬祭費用補償特約」は継続契約の始期日時点で満11才以上のご契約にはセットできません。
※2 記載の犬種、保険料は一例です。保険料はペットの品種、年令などにより異なります。上記以外の犬種、年令につきましては、代理店・扱者または当社にお問合わせください。
※3 病気の場合、初年度契約に限り、保険始期日から30日間の待期期間があります。この待期期間中に発病した病気については、待期期間終了後も保険金をお支払いできませんのでご注意ください。

また、初年度契約の待期期間中に発病した病気については、翌年以降の継続後もお支払いの対象外となります。

課支社名：東京企業営業第一部 営業第一課
住所 ：:東京都中央区日本橋3-5-19
連絡先：050-3461-1051

●代理店・扱者
代理店・扱者名：ENEOSマテリアルトレーディング
住所 ：三重県四日市市大治田2-16-13
連絡先：059-348-3913
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